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議案第９２号 

目黒区長等の給料等に関する条例等の一部を改正する条例 

上記の議案を提出する。 

令和５年１１月２４日 

提出者 目黒区長  青   木   英   二 

 

目黒区長等の給料等に関する条例等の一部を改正する条例 

（目黒区長等の給料等に関する条例の一部改正） 

第１条 目黒区長等の給料等に関する条例（昭和３０年１２月目黒区条例第８

号）の一部を次のように改正する。 

第５条第２項中「１００分の１７５」を「１００分の１８０」に改める。 

別表１を次のように改める。 

別表１（第２条関係） 

職名 給料月額 

区長 １，０５８，０００円 

副区長   ８４７，０００円 

（目黒区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正） 

第２条 目黒区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例（昭

和３２年３月目黒区条例第３号）の一部を次のように改正する。 

第７条第２項中「１００分の１７２．５」を「１００分の１７７．５」に

改める。 

  別表を次のように改める。 

別表（第２条関係） 

職名 議員報酬月額 

議長 ９０５，０００円 

副議長 ７９１，０００円 

委員長 ６５８，０００円 
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副委員長 ６２８，０００円 

議員 ５９８，０００円 

（目黒区教育委員会教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例の

一部改正） 

第３条 目黒区教育委員会教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する

条例（昭和３１年９月目黒区条例第２４号）の一部を次のように改正する。 

  第２条中「７３８，０００円」を「７４１，０００円」に改める。 

（目黒区監査委員の給与等に関する条例の一部改正） 

第４条 目黒区監査委員の給与等に関する条例（平成１３年３月目黒区条例第

２８号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第１項第１号中「６２８，０００円」を「６３０，０００円」に改

め、同項第２号中「６０８，０００円」を「６１０，０００円」に改め、同

条第２項第１号中「３３１，０００円」を「３３２，０００円」に改め、同

項第２号中「３１１，０００円」を「３１２，０００円」に改める。 

（目黒区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第５条 目黒区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３２

年３月目黒区条例第４号）の一部を次のように改正する。 

  別表を次のように改める。 

 別表（第２条関係） 

区分 報酬月額 

教育委員会委員 ２２７，０００円 

選挙管理委員会 委員長 ２８４，０００円 

委員 ２２７，０００円 

補充員 ２，０００円 

  付 則 

 この条例は、令和６年１月１日から施行する。 
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（説明） 特別職の給料及び報酬並びに期末手当の額を改定するため、条例改

正の必要を認め、この案を提出します。 


